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員
と
し
て
勤
め
る
ま
で
に
30
時
間
以

上
の
講
習
を
受
講
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

　

た
だ
し
、
昭
和
30
年
４
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
方
に
は
、
こ
の
制
度

は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
ど

お
り
教
員
免
許
状
は
終
生
有
効
と
な

り
ま
す
。

　

こ
の
更
新
講
習
は
愛
媛
大
学
を
は

じ
め
全
国
の
大
学
な
ど
で
受
講
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
教
員
免
許
更
新
制
の
概
要

に
つ
い
て
は
、
愛
媛
県
教
員
委
員
会

事
務
局
義
務
教
育
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

http://ehime-c.esnet.ed.jp/gimu/gimutop.html

　

免
許
更
新
制
に
関
し
て
の
ご
不
明

な
点
は
、
愛
媛
県
教
育
委
員
会
事
務

局
義
務
教
育
課
免
許
学
事
係
（
☎

０
８
９
・
９
１
２
・
２
９
４
１
）
ま
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

公
益
通
報
に
つ
い
て

総
務
課　

内
線
２
３
５

　

公
益
通
報
者
保
護
法
（
平
成
16
年

法
律
第
１
２
２
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

公
益
通
報
の
受
付
お
よ
び
公
益
通
報

に
関
す
る
相
談
に
応
じ
る
た
め
の
窓

口
（
通
報
窓
口
と
い
い
ま
す
。）
を
、

総
務
課
行
政
係
に
設
置
し
ま
し
た
。
手

続
き
等
に
つ
い
て
は
、「
鬼
北
町
外
部

公
益
通
報
に
関
す
る
要
綱
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ

フ
ァ
イ
ル
）」
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

　
（
参
考
）
公
益
通
報
者
保
護
法
に
つ

い
て

■ 

公
益
通
報
者
保
護
制
度
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
（
内
閣
府
）

　

 h
ttp
:/
/
w
w
w
5
.cao

.g
o
.jp
/

seikatsu/koueki/

■ 

公
益
通
報
の
通
報
先
・
相
談
先　

行
政
機
関
検
索

　

 http://w
w
w
.consum

er.go.jp/
koueki/kensaku.htm

l

多
重
債
務
問
題
の

解
決
に
向
け
て

産
業
課　

内
線
２
６
１

多
重
債
務
と
は

　

複
数
の
金
融
業
者
か
ら
お
金
を
借

り
て
、
そ
の
返
済
の
た
め
に
新
た
な

借
金
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
深
刻
な
状
態
を
い
い
ま
す
。

多
重
債
務
者
に
陥
ら
な
い
た
め
の
秘
訣

・ 

必
要
以
上
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

は
持
た
な
い
。

・ 

友
人
・
知
人
に
頼
ま
れ
て
も
、
安

易
に
連
帯
保
証
人
に
な
ら
な
い
。

・ 

支
払
い
に
追
わ
れ
、
借
金
返
済
の

た
め
の
新
た
な
借
金
を
し
な
い
。

多
重
債
務
者
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
ら
早

め
に
弁
護
士
や
司
法
書
士
に
相
談
す
る

　

多
額
の
借
金
を
抱
え
て
い
て
も
、

必
ず
解
決
す
る
方
法
（
任
意
整
理
・

特
定
調
停
・
個
人
再
生
手
続
・
自
己

破
産
）
が
あ
り
ま
す
。
債
務
者
の
収

入
や
借
金
の
額
に
よ
っ
て
、
整
理
方

法
が
異
な
り
ま
す
。

多
重
債
務
者
無
料
相
談
会

　

多
重
債
務
に
陥
っ
て
い
る
方
に
対

し
て
、
助
言
を
通
じ
て
相
談
者
の
債

務
整
理
等
を
支
援
す
る
た
め
、
愛
媛

県
、
愛
媛
弁
護
士
会
お
よ
び
愛
媛
県

司
法
書
士
会
合
同
で
左
表
の
と
お
り

無
料
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

相
談
員

　

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
行
政
職
員

予
約
受
付
期
間

　

開
催
日
の
１
カ
月
前
か
ら
受
け
付

け
ま
す
の
で
、
月
曜
か
ら
金
曜
の
８

時
30
分
か
ら
17
時
30
分
の
間
に
ご
希

望
の
会
場
の
予
約
先
に
お
電
話
く
だ

さ
い
。

◎多重債務者無料相談会（事前予約制）

会　　　場 開　催　日 予　約　先

松山市山越町450
愛媛県女性総合センター

９／ 10㈬
９／ 16㈫
12 ／ 10㈬
12 ／ 15㈪

愛媛県
　消費生活センター
　☎089－926－2603

今治市旭町1－4－9
東予地方局今治庁舎

９／ 11㈭
東予地方局
　総務県民課
　☎0897－56－1300

（内線208）

新居浜市庄内町4－4－19
新居浜ウイメンズプラザ
（新居浜市立女性総合センター）

12 ／ 12㈮

宇和島市天神町7－1
南予地方局宇和島庁舎

９／ 12㈮ 南予地方局
　総務県民課
　☎0895－22－5211

（内線208）
大洲市東大洲270－1
大洲市総合福祉センター

12 ／ 11㈭

※相談時間は全会場10時～ 16時です。


